
１．交付申請の流れ

市町村

県事務局（４県）

国事務局（地整）
（部会事務局会議・部会長）

内容確認
事業採択・不採択
通知書

①清掃事業（上限5万円）
②修繕等事業（上限10万円）

審査・事業採択決定
→予算要望→７月総会で決議

応募者
（地域団体等）

事前調整・応募様式提出

内容確認・調整

市町村

県事務局（４県）

国事務局（地整）
（部会事務局会議・部会長）

内容確認
・意見を付して送付

交付決定
通知書

①清掃事業（上限5万円）
②修繕等事業（上限10万円）

交付決定
通知書

審査・交付決定

補助事業者
（地域団体等）

事前調整・交付申請提出
交付決定
通知書

内容確認・調整
・意見を付して送付

＜応募→事業採択＞ ＜補助金申請→補助金交付決定＞

事業採択・不採択
通知書

事業採択・不採択
通知書

事業採択通知書
受理後
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県事務局（４県）

国事務局（地整）
（部会事務局会議・部会長）

推進協議会事務局（香川県）

補助事業調査調書
補助事業現地調査報告書
実績報告書
請求書

内容確認・送付

支払い

市町村

審査、額の確定

実績報告書（写）
請求書（正）

補助事業者
（地域団体等）

実績報告書
請求書

２．実績報告・請求の流れ

額の確定
通知書

額の確定
通知書

額の確定
通知書

事業終了後：実績報告書提出
額の確定通知後：請求書提出


